
 

 

 

令和６年 №14 

○東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科運営委員会（東京学芸大学）規程等の一部を改正

する規程の制定 

○東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科拡大運営委員会（東京学芸大学）要項等の一部を

改正する要項の制定 

○東京学芸大学における単位互換制度実施要領の一部を改正する要領の制定 

○国立大学法人東京学芸大学情報セキュリティガイドラインの一部を改正するガイドラインの

制定 

○国立大学法人東京学芸大学情報セキュリティインシデント対応手順書の一部を改正する手順

書の制定 

 

改正理由 

会議等構成員の明確化及び見直し，副学長の職務分担の見直し並びに字句修正に伴い，所要の

改正を行うものである。 

 

承認経過 

 会議等構成員の明確化及び見直し，副学長の職務分担の見直し並びに字句修正に伴う形式的な

改正であるため，学長決裁により処理し，関係審議機関には報告事項とする。 

 

 

  



 

東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科運営委員会（東京学芸大学）規程等の一部を改正す

る規程を次のように制定する。 

 

  令和６年３月25日 

                  国立大学法人東京学芸大学長 

                          國 分  充 

 

令和６年規程第８号 

東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科運営委員会（東京学芸大学）規程等の 

一部を改正する規程 

  

 次に掲げる規程の一部について，別紙新旧対照表の右欄を，左欄のように改正する。 

 

 

(1) 東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科運営委員会（東京学芸大学）規程（平成８

年規程第12号） 

(2) 東京学芸大学研究倫理規程（平成15年規程第４号） 

(3) 東京学芸大学教育実習委員会規程（平成16年規程第10号） 

(4) 東京学芸大学全学教室主任会規程（平成20年規程第２号） 

(5) 東京学芸大学教務委員会規程（平成22年規程第９号） 

(6) 東京学芸大学高大接続による教員養成プログラム実施委員会規程（平成25年規程第

17号） 

(7) 国立大学法人東京学芸大学教員人事会議規程（平成27年規程第９号） 

(8) 東京学芸大学キャンパス・アジア推進室規程（平成29年３月23日制定） 

 

  



 

東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科拡大運営委員会（東京学芸大学）要項等の一部を改

正する要項を次のように制定する。 

 

  令和６年３月25日 

                  国立大学法人東京学芸大学長 

                          國 分  充 

 

 

東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科拡大運営委員会（東京学芸大学）要項等の 

一部を改正する要項 

  

 次に掲げる要項の一部について，別紙新旧対照表の右欄を，左欄のように改正する。 

 

 

(1) 東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科拡大運営委員会（東京学芸大学）要項（平

成19年６月14日制定） 

(2) 東京学芸大学教育実習委員会教育実習実施部会要項（平成20年４月16日制定） 

(3) 国立大学法人東京学芸大学カリキュラム改革推進本部要項（平成22年３月４日制定） 

(4) 国立大学法人東京学芸大学国際戦略推進本部要項（平成22年３月17日制定） 

(5) 東京学芸大学再入学に関する要項（平成29年３月23日制定） 

(6) 国立大学法人東京学芸大学カリキュラム改革推進本部ICT関連科目授業運営部会要項

（令和４年６月９日制定） 

 

 

 



 

東京学芸大学における単位互換制度実施要領の一部を改正する要領を次のように制定する。 

 

  令和６年３月25日 

                  国立大学法人東京学芸大学長 

                          國 分  充 

 

 

東京学芸大学における単位互換制度実施要領の一部を改正する要領 

 

 

 東京学芸大学における単位互換制度実施要領（平成９年４月１日制定）の一部について，別紙

新旧対照表の右欄を，左欄のように改正する。 

 

 

  



 

国立大学法人東京学芸大学情報セキュリティガイドラインの一部を改正するガイドラインを次

のように制定する。 

 

  令和６年３月25日 

                  国立大学法人東京学芸大学長 

                          國 分  充 

 

 

国立大学法人東京学芸大学情報セキュリティガイドラインの一部を改正する 

ガイドライン 

 

 

 国立大学法人東京学芸大学情報セキュリティガイドライン（平成17 年 12 月 21 日制定）の一

部について，別紙新旧対照表の右欄を，左欄のように改正する。 

 

 

 



 

国立大学法人東京学芸大学情報セキュリティインシデント対応手順書の一部を改正する手順書

を次のように制定する。 

 

  令和６年３月25日 

                  国立大学法人東京学芸大学長 

                          國 分  充 

 

 

国立大学法人東京学芸大学情報セキュリティインシデント対応手順書の一部を 

改正する手順書 

 

 

 国立大学法人東京学芸大学情報セキュリティインシデント対応手順書（令和２年４月１日制定）

の一部について，別紙新旧対照表の右欄を，左欄のように改正する。 

 

 

 



東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科運営委員会（東京学芸大学）規程の一部改正について 

                                                                                                                             

改正理由：構成員を明確化することに伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

〔省略〕 

 

 （組織） 

第３条 委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 連合大学院を所掌する副学長 

(2)～(6) 〔省略〕 

２ 〔省略〕 

 

〔省略〕 

 

（委員長等） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き，委員長は第３条第１項第１号の委員

を，副委員長は同項第４号の委員をもって充てる。 

２・３ 〔省略〕 

 

〔省略〕 

 

   附 則 

この規程は，令和６年４月１日から施行する。 

 

 

〔省略〕 

 

 （組織） 

第３条 委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 学長が指名する副学長 

(2)～(6) 〔省略〕 

２ 〔省略〕 

 

〔省略〕 

 

（委員長等） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き，委員長は学長が指名する副学長を，副

委員長は第３条第１項第４号の委員をもって充てる。 

２・３ 〔省略〕 

 

〔省略〕 

 

 

  



東京学芸大学研究倫理規程の一部改正について 

                                                                                                                             

改正理由：構成員を明確化することに伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

〔省略〕 

 

第５条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 研究を所掌する副学長 

(2)～(4) 〔省略〕 

２・３ 〔省略〕 

 

〔省略〕 

 

   附 則 

この規程は，令和６年４月１日から施行する。 

 

 

〔省略〕 

 

第５条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 学長が指名する副学長 １名 

(2)～(4) 〔省略〕 

２・３ 〔省略〕 

 

〔省略〕 

 

 

  



東京学芸大学教育実習委員会規程の一部改正について 

                                                                                                                             

改正理由：副学長の職務分担の見直しに伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

   〔省略〕 

 

（委員長等） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き，委員長は第３条第１号の委員のうちか

ら学部教育を所掌する副学長が指名し，副委員長は同条第４号の委員をもって充て

る。 

２・３ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

（委員以外の者の出席） 

第７条 学部教育を所掌する副学長は，必要に応じて委員会に出席し，意見を述べる

ことができる。 

２ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

附 則 

この規程は，令和６年４月１日から施行する。 

 

 

   〔省略〕 

 

（委員長等） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き，委員長は第３条第１号の委員のうちか

ら学士課程を所掌する副学長が指名し，副委員長は同条第４号の委員をもって充て

る。 

２・３ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

（委員以外の者の出席） 

第７条 学士課程を所掌する副学長は，必要に応じて委員会に出席し，意見を述べる

ことができる。 

２ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

 

  



東京学芸大学全学教室主任会規程の一部改正について 

                                                                                                                             

改正理由：副学長の職務分担の見直しに伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

   〔省略〕 

 

（組織） 

第３条 全学教室主任会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 学部教育を所掌する副学長 

(2)～(5) 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

附 則 

この規程は，令和６年４月１日から施行する。 

 

 

   〔省略〕 

 

（組織） 

第３条 全学教室主任会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 学士課程を所掌する副学長 

(2)～(5) 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

 

  



東京学芸大学教務委員会規程の一部改正について 

                                                                                                                             

改正理由：副学長の職務分担の見直しに伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

   〔省略〕 

 

（組織） 

第４条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 各学系の教授会構成員から選出された者 各１名 

(2) 学部教育を所掌する副学長が委嘱する者 若干名 

 (3) 学務課長 

 

   〔省略〕 

 

 （委員長等） 

第６条 委員会に委員長及び副委員長を置き，第４条第１号及び第２号の委員のうち

から学部教育を所掌する副学長が指名する。 

２・３ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

（委員以外の者の出席） 

第８条 学部教育を所掌する副学長は，必要に応じて委員会に出席し，意見を述べる

ことができる。 

 

   〔省略〕 

 

附 則 

この規程は，令和６年４月１日から施行する。 

 

 

   〔省略〕 

 

（組織） 

第４条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 各学系の教授会構成員から選出された者 各１名 

(2) 学士課程を所掌する副学長が委嘱する者 若干名 

 (3) 学務課長 

 

   〔省略〕 

 

 （委員長等） 

第６条 委員会に委員長及び副委員長を置き，第４条第１号及び第２号の委員のうち

から学士課程を所掌する副学長が指名する。 

２・３ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

（委員以外の者の出席） 

第８条 学士課程を所掌する副学長は，必要に応じて委員会に出席し，意見を述べる

ことができる。 

 

   〔省略〕 

 

 

  



東京学芸大学高大接続による教員養成プログラム実施委員会規程の一部改正について 

                                                                                                                             

改正理由：構成員を明確化することに伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

〔省略〕 

 

（組織） 

第４条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 入試を所掌する副学長 

(2)～(6) 〔省略〕 

 

〔省略〕 

 

   附 則 

この規程は，令和６年４月１日から施行する。 

 

 

〔省略〕 

 

 （組織） 

第４条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 学長が指名する副学長 １名 

(2)～(6) 〔省略〕 

 

〔省略〕 

 

 

  



国立大学法人東京学芸大学教員人事会議規程の一部改正について 

                                                                                                                             

改正理由：会議構成員の職務に合わせた字句修正に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

   〔省略〕 

 

（組織） 

第３条 教員人事会議は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 副学長 

(2) 学系長 

 （議長等） 

第４条 教員人事会議に議長及び副議長を置き，議長は総務を所掌する副学長をもっ

て充て，副議長は議長が指名する。 

２・３ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

附 則 

この規程は，令和６年４月１日から施行する。 

 

 

   〔省略〕 

 

（組織） 

第３条 教員人事会議は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 副学長 

(2) 学系長 

 （議長等） 

第４条 教員人事会議に議長及び副議長を置き，議長は総務を所掌する理事をもって

充て，副議長は議長が指名する。 

２・３ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

 

  



東京学芸大学キャンパス・アジア推進室規程の一部改正について 

 

改正理由：構成員の見直しに伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

〔省略〕 

 

（キャンパス・アジア事業推進委員会） 

第７条 推進室にキャンパス・アジア事業推進委員会（以下「委員会」という。）を

置く。 

２・３ 〔省略〕 

４ 委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) 室長 

 (2) 教職大学院を所掌する副学長 

 (3) 修士課程を所掌する副学長 

 (4) 副室長 

 (5)～(7) 〔省略〕 

(8) その他室長が必要と認めた者 若干名 

５ 前項第８号の委員の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，補欠委員の任期

は，前任者の残任期間とする。 

 

〔省略〕 

 

   附 則 

この規程は，令和６年４月１日から施行する。 

 

 

〔省略〕 

 

 （キャンパス・アジア事業推進委員会） 

第７条 推進室にキャンパス・アジア事業推進委員会（以下「委員会」という。）を

置く。 

２・３ 〔省略〕 

４ 委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) 室長 

 

 (2) 修士課程を所掌する副学長 

 (3) 副室長 

 (4)～(6) 〔省略〕 

(7) その他室長が必要と認めた者 若干名 

５ 前項第７号の委員の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，補欠委員の任期

は，前任者の残任期間とする。 

 

〔省略〕 

 

 

  



東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科拡大運営委員会（東京学芸大学）要項の一部改正について 

                                                                                                                             

改正理由：構成員を明確化することに伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

〔省略〕 

 

 （組織） 

第３条 委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 連合大学院を所掌する副学長 

(2)～(6) 〔省略〕 

２ 〔省略〕 

 

〔省略〕 

 

（委員長等） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き，委員長は第３条第１項第１号の委員

を，副委員長は同項第４号の委員をもって充てる。 

２・３ 〔省略〕 

 

〔省略〕 

 

   附 則 

この要項は，令和６年４月１日から施行する。 

 

 

〔省略〕 

 

 （組織） 

第３条 委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 学長が指名する副学長 

(2)～(6) 〔省略〕 

２ 〔省略〕 

 

〔省略〕 

 

（委員長等） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き，委員長は学長が指名する副学長を，副

委員長は第３条第１項第４号の委員をもって充てる。 

２・３ 〔省略〕 

 

〔省略〕 

 

 

  



東京学芸大学教育実習委員会教育実習実施部会要項の一部改正について 

                                                                                                                             

改正理由：副学長の職務分担の見直しに伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

   〔省略〕 

 

（組織） 

第３条 部会は，次に掲げる委員で組織する。 

(1) 学部教育を所掌する副学長 

(2)～(8) 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

附 則 

この要項は，令和６年４月１日から施行する。 

 

 

   〔省略〕 

 

（組織） 

第３条 部会は，次に掲げる委員で組織する。 

(1) 学士課程を所掌する副学長 

(2)～(8) 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

 

  



国立大学法人東京学芸大学カリキュラム改革推進本部要項の一部改正について 

                                                                                                                             

改正理由：構成員の見直しに伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

   〔省略〕 

 

（組織） 

第４条 推進本部は，次に掲げる本部員で組織する。 

 (1) 学長が指名する理事又は副学長 若干名 

 

 

 (2) 学長が委嘱する教員 若干名 

 (3) 学務部長 

２ 推進本部に本部長及び副本部長を置き，本部長は前項第１号の本部員の中から学

長が指名し，副本部長は前項第１号の本部員及び第３号の本部員から本部長が指名

する。 

３・４ 〔省略〕 

（任期） 

第５条 前条第１項第２号の本部員の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，欠

員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

 

   〔省略〕 

 

附 則 

この要項は，令和６年４月１日から施行する。 

 

 

   〔省略〕 

 

（組織） 

第４条 推進本部は，次に掲げる本部員で組織する。 

 (1) 学長が指名する理事又は副学長 ３名 

 (2) 附属学校運営部長 

 (3) 教務委員会委員長 

 (4) 学長が委嘱する教員 若干名 

 (5) 学務部長 

２ 推進本部に本部長及び副本部長を置き，本部長は前項第１号の本部員の中から学

長が指名し，副本部長は前項第５号の本部員をもって充てる。 

 

３・４ 〔省略〕 

（任期） 

第５条 前条第１項第４号の本部員の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，欠

員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

 

   〔省略〕 

 

 

  



国立大学法人東京学芸大学国際戦略推進本部要項の一部改正について 

                                                                                                                             

改正理由：構成員の見直し及び字句修正に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

〔省略〕 

 

（組織） 

第４条 推進本部は，次に掲げる本部員で組織する。 

(1) 学長が指名する理事又は副学長 若干名 

(2)～(4) 〔省略〕 

２ 推進本部に本部長及び副本部長を置き，学長が指名する。 

３～４ 〔省略〕 

 

〔省略〕 

 

   附 則 

この要項は，令和６年４月１日から施行する。 

 

 

〔省略〕 

 

（組織） 

第４条 推進本部は，次に掲げる本部員で組織する。 

 (1) 学長が指名する理事又は副学長 ２名 

 (2) ～(4) 〔省略〕 

２ 推進本部に本部長及び副本部長を置き，本部長及び副本部長は学長が指名する。 

３～４ 〔省略〕 

 

〔省略〕 

 

 

  



東京学芸大学再入学に関する要項の一部改正について 

                                                                                                                             

改正理由：副学長の職務分担の見直しに伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

   〔省略〕 

 

（再入学選考委員会） 

第７条 〔省略〕 

２ 選考委員会は学部教育を所掌する副学長（以下「副学長」という。），教務委員

会委員，教室から選出された教員２名によって構成する。 

３～７ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

附 則 

この要項は，令和６年４月１日から施行する。 

 

 

   〔省略〕 

 

（再入学選考委員会） 

第７条 〔省略〕 

２ 選考委員会は学士課程を所掌する副学長（以下「副学長」という。），教務委員

会委員，教室から選出された教員２名によって構成する。 

３～７ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

 

  



国立大学法人東京学芸大学カリキュラム改革推進本部 ICT関連科目授業運営部会要項の一部改正について 

                                                                                                                             

改正理由：カリキュラム改革推進本部構成員の見直しに伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

   〔省略〕 

 

（組織） 

第４条 部会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 教育を所掌する理事 

(2) 学部教育を所掌する副学長 

(3) ICT／情報基盤センター長 

(4) 推進本部要項第４条第１項第２号及び第３号に定める本部員のうちから第１号

の委員が指名する者 若干名 

(5) 第１号の委員が委嘱する者 若干名 

 (6) 学務課長 

 

   〔省略〕 

 

附 則 

この要項は，令和６年４月１日から施行する。 

 

 

   〔省略〕 

 

（組織） 

第４条 部会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) 教育を所掌する理事 

(2) 学部教育を所掌する副学長 

(3) ICT／情報基盤センター長 

(4) 推進本部要項第４条第１項第２号から第５号までに定める本部員のうちから第

１号の委員が指名する者 若干名 

(5) 第１号の委員が委嘱する者 若干名 

 (6) 学務課長 

 

   〔省略〕 

 

 

  



東京学芸大学における単位互換制度実施要領の一部改正について 

                                                                                                                             

改正理由：副学長の職務分担の見直しに伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

   〔省略〕 

 

（特別聴講学生） 

１４ 特別聴講学生の対象となる授業科目は，次のとおりとする。 

(1) 本学の専任の大学教員が担当する講義又は演習の授業科目であり，かつ，特別

聴講学生を８名程度受け入れられる授業科目とする。ただし，授業担当教員が不

都合とする授業科目は除くことができる。 

(2) 前号に係る授業科目については，あらかじめ学部教育を所掌する副学長が授業

科目を開設する教室等に照会の上，特別聴講学生の出願期間前に明らかにするも

のとする。 

 

   〔省略〕 

 

附 則 

この要領は，令和６年４月１日から施行する。 

 

 

   〔省略〕 

 

（特別聴講学生） 

１４ 特別聴講学生の対象となる授業科目は，次のとおりとする。 

(1) 本学の専任の大学教員が担当する講義又は演習の授業科目であり，かつ，特別

聴講学生を８名程度受け入れられる授業科目とする。ただし，授業担当教員が不

都合とする授業科目は除くことができる。 

(2) 前号に係る授業科目については，あらかじめ学士課程を所掌する副学長が授業

科目を開設する教室等に照会の上，特別聴講学生の出願期間前に明らかにするも

のとする。 

 

   〔省略〕 

 

 

  



国立大学法人東京学芸大学情報セキュリティガイドラインの一部改正について 

                                                                                                                             

改正理由：副学長の職務分担の見直しに伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

   〔省略〕 

 

別紙 〔別紙Ｂ参照〕 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

このガイドラインは，令和６年４月１日から施行する。 

 

 

   〔省略〕 

 

別紙 〔別紙Ａ参照〕 

 

   〔省略〕 

 

 



別紙１                                                                 別紙Ｂ（改正） 

危機管理会議
議長：学長
関係委員会、TGU-CSIRT及び各部
局との密接な連携のもとに、危機
管理に関する総合的な体制を整備

緊急対策室
CIＳO、CIＳO補佐、情報セキュリ
ティ会議、TGU-CSIRT
・重大な事案の対策協議
・外部機関との連携・対応協議

情報セキュリティ会議
議長：情報を所掌する副学長

（ＣＩＳＯ）
●最高情報セキュリティ担当者か
ら報告があったインシデントの
対応協議

●情報基盤整備推進本部と連携して
事後対策・再発防止策を検討

部局情報セキュリティ管理責任者
（部局長）
●セキュリティインシデント対応について
TGU-CSIRTに指示や承認を求める

●コンテンツインシデントについて、部局
システム管理責任者・システム管理者を
指揮監督
部局システム管理責任者
（部局情報セキュリティ管理責任者が指名）
●TGU-CSIRTと協力して、インシデントの
一次切り分けを行う

●緊急な技術的対応が必要な時はシステム
管理者に指示を与え、部局情報セキュリ
ティ管理責任者に結果を報告

●TGU-CSIRTとの連絡等の対応に当たり、
システム管理者を統括

システム管理者
●情報システムの管理・セキュリティを実施

部局
最高情報セキュリティ責任者（ＣＩＳＯ）
（情報を所掌する副学長）
●全学の情報セキュリティに関する総括的な意思決定
●事態を判断し、緊急対策室・情報セキュリティ会議の設置・招集
●学内、他の組織及び学外に対する責任を負う
●TGU-CSIRTが行った緊急避難措置に対応
全学システム管理責任者（ＩＣＴ／情報基盤センター長）
●最高情報セキュリティ責任者を補佐（ＣＩＳＯ補佐）
●全学キャンパス情報ネットワークのセキュリティ対応

TGU-CSIRT
CSIRT責任者
●情報セキュリティインシデントの通報窓口としてインシデントの
情報を受け付けるとともに、情報資産への不正アクセス及び不正
使用の監視、その他インシデントに関する事象を正確に把握する

●情報セキュリティインシデントの発生時には、被害の拡大防止の
ために必要に応じてネットワークの緊急遮断やシステムの停止等
の実施または指示を行う。また、復旧及び再発防止にかかる技術
的支援や助言を行う ※ICT／情報基盤センターと連動して対応

通報窓口

システム利用者（教職員・学生・その他）

外部の通報者

外部機関・学内他の組織広報戦略を所掌する副学長
（経営企画室）

情報基盤課

東京学芸大学情報セキュリティインシデント対応体制（緊急時）

学 長（役員会）

招集

連
携

連 携

設
置

連携

通報

対応等の
指示

報
告

情報基盤整備推進本部
本部長：情報化統括責任者（CIO）
●情報セキュリティ会議と連携して
事後対策・再発防止策を検討

ＩＣＴ／情報基盤センター
●ICTセンター教職員がTGU-CSIRT
のメンバーとなり協力

協力関係

連
携

●報道機関等へリリース

●文部科学省等関係機関に連絡

連携 指
示

報
告

対応等の指示

 



別紙１                                                                 別紙Ａ（現行） 

危機管理会議
議長：学長
関係委員会、TGU-CSIRT及び各部
局との密接な連携のもとに、危機
管理に関する総合的な体制を整備

緊急対策室
CIＳO、CIＳO補佐、情報セキュリ
ティ会議、TGU-CSIRT
・重大な事案の対策協議
・外部機関との連携・対応協議

情報セキュリティ会議
議長：情報を所掌する副学長

（ＣＩＳＯ）
●最高情報セキュリティ担当者か
ら報告があったインシデントの
対応協議

●情報基盤整備推進本部と連携して
事後対策・再発防止策を検討

部局情報セキュリティ管理責任者
（部局長）
●セキュリティインシデント対応について
TGU-CSIRTに指示や承認を求める

●コンテンツインシデントについて、部局
システム管理責任者・システム管理者を
指揮監督
部局システム管理責任者
（部局情報セキュリティ管理責任者が指名）
●TGU-CSIRTと協力して、インシデントの
一次切り分けを行う

●緊急な技術的対応が必要な時はシステム
管理者に指示を与え、部局情報セキュリ
ティ管理責任者に結果を報告

●TGU-CSIRTとの連絡等の対応に当たり、
システム管理者を統括

システム管理者
●情報システムの管理・セキュリティを実施

部局
最高情報セキュリティ責任者（ＣＩＳＯ）
（情報を所掌する副学長）
●全学の情報セキュリティに関する総括的な意思決定
●事態を判断し、緊急対策室・情報セキュリティ会議の設置・招集
●学内、他の組織及び学外に対する責任を負う
●TGU-CSIRTが行った緊急避難措置に対応
全学システム管理責任者（ＩＣＴ／情報基盤センター長）
●最高情報セキュリティ責任者を補佐（ＣＩＳＯ補佐）
●全学キャンパス情報ネットワークのセキュリティ対応

TGU-CSIRT
CSIRT責任者
●情報セキュリティインシデントの通報窓口としてインシデントの
情報を受け付けるとともに、情報資産への不正アクセス及び不正
使用の監視、その他インシデントに関する事象を正確に把握する

●情報セキュリティインシデントの発生時には、被害の拡大防止の
ために必要に応じてネットワークの緊急遮断やシステムの停止等
の実施または指示を行う。また、復旧及び再発防止にかかる技術
的支援や助言を行う ※ICT／情報基盤センターと連動して対応

通報窓口

システム利用者（教職員・学生・その他）

外部の通報者

外部機関・学内他の組織広報を所掌する副学長（総務課）

情報基盤課

東京学芸大学情報セキュリティインシデント対応体制（緊急時）

学 長（役員会）

招集

連
携

連 携

設
置

連携

通報

対応等の
指示

報
告

情報基盤整備推進本部
本部長：情報化統括責任者（CIO）
●情報セキュリティ会議と連携して
事後対策・再発防止策を検討

ＩＣＴ／情報基盤センター
●ICTセンター教職員がTGU-CSIRT
のメンバーとなり協力

協力関係

連
携

●報道機関等へリリース

●文部科学省等関係機関に連絡

連携 指
示

報
告

対応等の指示

 

 

  



国立大学法人東京学芸大学情報セキュリティインシデント対応手順書の一部改正について 

                                                                                                                             

改正理由：副学長の職務分担の見直しに伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

   〔省略〕 

 

４. インシデント発生時の対応 

４.１ 物理的インシデント発生時の対応 

（１）・（２） 〔省略〕 

（３）緊急連絡及び報告 

 （ア）～（オ） 〔省略〕 

（カ）最高情報セキュリティ責任者は，外部広報を行う必要があると判断した時は

，広報戦略を所掌する副学長に連絡する。 

（キ） 〔省略〕 

（４）・（５） 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

４-２-２ 情報システムへの攻撃 

（１）・（２） 〔省略〕 

（３）緊急連絡及び報告 

（ア）～（ウ） 〔省略〕 

 （エ）最高情報セキュリティ責任者は，外部広報を行う必要があると判断した時は

，広報戦略を所掌する副学長に連絡する。 

 （オ） 〔省略〕 

（４）・（５） 〔省略〕 

４-２-３ 情報システムの障害 

（１）・（２） 〔省略〕 

（３）緊急連絡及び報告 

（ア）～（ウ） 〔省略〕 

（エ）最高情報セキュリティ責任者は，外部広報を行う必要があると判断した時は

，広報戦略を所掌する副学長に連絡する。 

 （オ） 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

４. インシデント発生時の対応 

４.１ 物理的インシデント発生時の対応 

（１）・（２） 〔省略〕 

（３）緊急連絡及び報告 

 （ア）～（オ） 〔省略〕 

（カ）最高情報セキュリティ責任者は，外部広報を行う必要があると判断した時は

，広報を所掌する副学長に連絡する。 

（キ） 〔省略〕 

（４）・（５） 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

４-２-２ 情報システムへの攻撃 

（１）・（２） 〔省略〕 

（３）緊急連絡及び報告 

（ア）～（ウ） 〔省略〕 

 （エ）最高情報セキュリティ責任者は，外部広報を行う必要があると判断した時は

，広報を所掌する副学長に連絡する。 

 （オ） 〔省略〕 

（４）・（５） 〔省略〕 

４-２-３ 情報システムの障害 

（１）・（２） 〔省略〕 

（３）緊急連絡及び報告 

（ア）～（ウ） 〔省略〕 

（エ）最高情報セキュリティ責任者は，外部広報を行う必要があると判断した時は

，広報を所掌する副学長に連絡する。 

 （オ） 〔省略〕 



（４）・（５） 〔省略〕 

 

４.３ コンテンツインシデント 

（１）・（２） 〔省略〕 

（３）緊急連絡及び報告 

 （ア）～（オ） 〔省略〕 

（カ）最高情報セキュリティ責任者は，外部広報を行う必要があると判断した時は

，広報戦略を所掌する副学長に連絡する。 

（キ） 〔省略〕 

（４）・（５） 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

別紙２ 〔別紙Ｂ参照〕 

 

   〔省略〕 

 

附 則 

この手順書は，令和６年４月１日から施行する。 

 

（４）・（５） 〔省略〕 

 

４.３ コンテンツインシデント 

（１）・（２） 〔省略〕 

（３）緊急連絡及び報告 

 （ア）～（オ） 〔省略〕 

（カ）最高情報セキュリティ責任者は，外部広報を行う必要があると判断した時は

，広報を所掌する副学長に連絡する。 

（キ） 〔省略〕 

（４）・（５） 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

別紙２ 〔別紙Ａ参照〕 

 

   〔省略〕 

 

 



別紙１                                                                 別紙Ｂ（改正） 

危機管理会議
議長：学長
関係委員会、TGU-CSIRT及び各部
局との密接な連携のもとに、危機
管理に関する総合的な体制を整備

緊急対策室
CIＳO、CIＳO補佐、情報セキュリ
ティ会議、TGU-CSIRT
・重大な事案の対策協議
・外部機関との連携・対応協議

情報セキュリティ会議
議長：情報を所掌する副学長

（ＣＩＳＯ）
●最高情報セキュリティ担当者か
ら報告があったインシデントの
対応協議

●情報基盤整備推進本部と連携して
事後対策・再発防止策を検討

部局情報セキュリティ管理責任者
（部局長）
●セキュリティインシデント対応について
TGU-CSIRTに指示や承認を求める

●コンテンツインシデントについて、部局
システム管理責任者・システム管理者を
指揮監督
部局システム管理責任者
（部局情報セキュリティ管理責任者が指名）
●TGU-CSIRTと協力して、インシデントの
一次切り分けを行う

●緊急な技術的対応が必要な時はシステム
管理者に指示を与え、部局情報セキュリ
ティ管理責任者に結果を報告

●TGU-CSIRTとの連絡等の対応に当たり、
システム管理者を統括

システム管理者
●情報システムの管理・セキュリティを実施

部局
最高情報セキュリティ責任者（ＣＩＳＯ）
（情報を所掌する副学長）
●全学の情報セキュリティに関する総括的な意思決定
●事態を判断し、緊急対策室・情報セキュリティ会議の設置・招集
●学内、他の組織及び学外に対する責任を負う
●TGU-CSIRTが行った緊急避難措置に対応
全学システム管理責任者（ＩＣＴ／情報基盤センター長）
●最高情報セキュリティ責任者を補佐（ＣＩＳＯ補佐）
●全学キャンパス情報ネットワークのセキュリティ対応

TGU-CSIRT
CSIRT責任者
●情報セキュリティインシデントの通報窓口としてインシデントの
情報を受け付けるとともに、情報資産への不正アクセス及び不正
使用の監視、その他インシデントに関する事象を正確に把握する

●情報セキュリティインシデントの発生時には、被害の拡大防止の
ために必要に応じてネットワークの緊急遮断やシステムの停止等
の実施または指示を行う。また、復旧及び再発防止にかかる技術
的支援や助言を行う ※ICT／情報基盤センターと連動して対応

通報窓口

システム利用者（教職員・学生・その他）

外部の通報者

外部機関・学内他の組織広報戦略を所掌する副学長
（経営企画室）

情報基盤課

東京学芸大学情報セキュリティインシデント対応体制（緊急時）

学 長（役員会）

招集

連
携

連 携

設
置

連携

通報

対応等の
指示

報
告

情報基盤整備推進本部
本部長：情報化統括責任者（CIO）
●情報セキュリティ会議と連携して
事後対策・再発防止策を検討

ＩＣＴ／情報基盤センター
●ICTセンター教職員がTGU-CSIRT
のメンバーとなり協力

協力関係

連
携

●報道機関等へリリース

●文部科学省等関係機関に連絡

連携 指
示

報
告

対応等の指示
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危機管理会議
議長：学長
関係委員会、TGU-CSIRT及び各部
局との密接な連携のもとに、危機
管理に関する総合的な体制を整備

緊急対策室
CIＳO、CIＳO補佐、情報セキュリ
ティ会議、TGU-CSIRT
・重大な事案の対策協議
・外部機関との連携・対応協議

情報セキュリティ会議
議長：情報を所掌する副学長

（ＣＩＳＯ）
●最高情報セキュリティ担当者か
ら報告があったインシデントの
対応協議

●情報基盤整備推進本部と連携して
事後対策・再発防止策を検討

部局情報セキュリティ管理責任者
（部局長）
●セキュリティインシデント対応について
TGU-CSIRTに指示や承認を求める

●コンテンツインシデントについて、部局
システム管理責任者・システム管理者を
指揮監督
部局システム管理責任者
（部局情報セキュリティ管理責任者が指名）
●TGU-CSIRTと協力して、インシデントの
一次切り分けを行う

●緊急な技術的対応が必要な時はシステム
管理者に指示を与え、部局情報セキュリ
ティ管理責任者に結果を報告

●TGU-CSIRTとの連絡等の対応に当たり、
システム管理者を統括

システム管理者
●情報システムの管理・セキュリティを実施

部局
最高情報セキュリティ責任者（ＣＩＳＯ）
（情報を所掌する副学長）
●全学の情報セキュリティに関する総括的な意思決定
●事態を判断し、緊急対策室・情報セキュリティ会議の設置・招集
●学内、他の組織及び学外に対する責任を負う
●TGU-CSIRTが行った緊急避難措置に対応
全学システム管理責任者（ＩＣＴ／情報基盤センター長）
●最高情報セキュリティ責任者を補佐（ＣＩＳＯ補佐）
●全学キャンパス情報ネットワークのセキュリティ対応

TGU-CSIRT
CSIRT責任者
●情報セキュリティインシデントの通報窓口としてインシデントの
情報を受け付けるとともに、情報資産への不正アクセス及び不正
使用の監視、その他インシデントに関する事象を正確に把握する

●情報セキュリティインシデントの発生時には、被害の拡大防止の
ために必要に応じてネットワークの緊急遮断やシステムの停止等
の実施または指示を行う。また、復旧及び再発防止にかかる技術
的支援や助言を行う ※ICT／情報基盤センターと連動して対応

通報窓口

システム利用者（教職員・学生・その他）

外部の通報者

外部機関・学内他の組織広報を所掌する副学長（総務課）

情報基盤課

東京学芸大学情報セキュリティインシデント対応体制（緊急時）

学 長（役員会）

招集

連
携

連 携

設
置

連携

通報

対応等の
指示

報
告

情報基盤整備推進本部
本部長：情報化統括責任者（CIO）
●情報セキュリティ会議と連携して
事後対策・再発防止策を検討

ＩＣＴ／情報基盤センター
●ICTセンター教職員がTGU-CSIRT
のメンバーとなり協力

協力関係

連
携

●報道機関等へリリース

●文部科学省等関係機関に連絡

連携 指
示

報
告

対応等の指示

別紙２

 

 

 


